
 

○大府市経営体育成支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、予算の範囲内において交付する大府市経営体育成支援事業補助金に

関し、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業実施要綱（平成３１年４月１日付

け３０生産第２２１８号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）、

農業振興対策事業補助金交付要綱（昭和５８年４月１日付け５８農政第２０６号愛知

県農業水産部長通知。以下「県要綱」という。）、経営体育成支援事業に係る事務取

扱要領（平成２５年４月１日付け２５農振第６号愛知県農林水産部長通知。以下「県

要領」という。）並びに大府市補助金等交付規則（昭和４６年大府市規則第７号）に

定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「補助金」とは、市長が交付する次に掲げるものをいう。 

⑴ 実施要綱別記２のⅡの第１の３の（１）の融資主体型補助事業による補助金 

⑵ 実施要綱別記２のⅡの第１の３の（２）の追加的信用供与補助事業による補助金 

⑶ 実施要綱別記２のⅢの第１の２の（１）の融資等活用型補助事業による補助金 

⑷ 実施要綱別記２のⅢの第１の２の（２）の追加的信用供与補助事業による補助金 

２ この要綱において、「補助対象者」とは、前項第１号又は第３号の補助金の交付の対

象となる者をいう。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）に規定する暴力団員及び暴力団並びに市税を滞納している者は含

まない。 

３ この要綱において、「基金協会」とは、第１項第２号又は第４号の補助金において交

付の対象となる愛知県農業信用基金協会をいう。 

４ この要綱において、「補助対象者等」とは、前２項の補助対象者及び基金協会をいう。 

５ この要綱において「法令等」とは、法律、法律に基づく命令（告示を含む。）、実施

要綱、県要綱、県要領並びに本市の条例、規則及び要綱をいう。 

（補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、実施要綱第２に掲げる支援タイプのうち、先進

的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ（条件不利地域型は除く。）

に該当するものとし、補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、実施要綱、県

要綱及び県要領の定めるところによる。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者等は、市長に対し、経営体育成支

援事業補助金交付申請書（第１号様式又は第２号様式）を市長が定める期日までに提

出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

３ 補助対象者は、第１項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕

入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当す

る額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税



 

額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をい

う。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請

しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税

等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。 

（補助金の交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の

書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、

法令等及び予算の定めるところに違反しないかどうか、補助対象者等が補助金の交付

を受けて実施する事業（以下「支援事業」という。）の目的及び内容が適正であるか

どうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたと

きは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補

助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがで

きる。 

（補助金の交付の条件） 

第６条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成す

るため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付することができる。 

⑴ 支援事業の内容の変更（支援事業の完了後における成果物の変更を含む。以下同

じ。）をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。 

⑵ 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。 

⑶ 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場

合においては、速やかに市長に報告してその承認を受けるべきこと。 

２ 市長は、支援事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場

合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金

の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものと

する。 

３ 前２項に定めるもののほか、市長は、法令等及び予算で定める補助金の交付の目的を

達成するため必要な条件を付すことができる。 

（決定の通知） 

第７条 市長は、補助金の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに

条件を付したときはその条件を、当該補助金の交付の申請をした補助対象者等に通知

するものとする。 

（申請の取下げ） 

第８条 補助対象者等は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る

補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を

受理した日から起算して７日以内に、文書をもって申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定

をしなかったものとみなす。 

（事情変更による決定の取消し等） 



 

第９条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特

別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事

業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各

号のいずれかに該当する場合とする。 

⑴ 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、支援事業の全部

又は一部を継続する必要がなくなった場合 

⑵ 補助対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することが

できないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分

を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができな

い場合（補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。） 

３ 市長は、第１項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものと

する。 

（支援事業の遂行） 

第１０条 補助対象者等は、法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付

した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業

を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。 

（着工） 

第１１条 実施要綱別記２のⅡの第１の３の(１)及び別記２のⅢの第１の２の（１）の

事業（以下「整備事業」という。）の着工（機械の発注を含む。以下同じ。）は、原

則として第５条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の

決定前に着工する場合にあっては、交付決定前着工届（第３号様式）を市長に提出す

るものとする。なお、この場合においては、補助対象者は、交付の決定までのあらゆ

る損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。 

２ 補助対象者は、整備事業に着工したときは、速やかに着工届（第４号様式）により、

市長に届け出るものとする。ただし、前項の交付決定前着工届を提出している場合は、

この限りではない。 

（状況報告及び立入検査等） 

第１２条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対

象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその

事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に

質問させることができる。 

（支援事業の遂行等の指示等） 

第１３条 市長は、補助対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の

交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、

その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができ

る。 

２ 市長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援

事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。 



 

（支援事業の内容の変更等の承認） 

第１４条 補助金の交付の決定について第６条第１項第１号から第３号までに規定する条

件を付された補助対象者等は、同項各号の承認を受けようとするときは、経営体育成

支援事業補助金変更承認申請書（第５号様式又は第６号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更

等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、当該承認の申

請をした補助対象者等に通知するものとする。 

（竣工） 

第１５条 補助対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかに竣工（納入）届（第７

号様式）により、市長に届け出るものとする。 

（実績報告） 

第１６条 補助対象者等は、支援事業が完了したとき（支援事業の廃止の承認を受けたと

きを含む。）は、経営体育成支援事業補助金実績報告書（第８号様式又は第９号様式）

に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 第４条第３項ただし書の規定による交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告

書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにな

った場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。 

３ 第４条第３項ただし書の規定による交付の申請をした補助対象者は、第１項の実績報

告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕

入に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した

補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）について、速やか

に市長に仕入れに係る消費税等相当額報告書（第１０号様式）を提出し、報告すると

ともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

４ 補助対象者は、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補

助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、

当該補助金の額の確定の日の翌年５月１５日までに消費税等相当額報告書により市長

に報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１７条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の

成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、経営体育成支援事業補助

金確定通知書（第１１号様式）により、当該補助対象者等に通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第１８条 市長は、前条の規定による調査の結果、支援事業の成果が補助金の交付の決定

の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、こ

れに適合させるための措置をとるべきことを当該補助対象者等に対して命ずることが

できる。 

２ 第１６条の規定は、前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。 



 

（補助金の交付の時期等） 

第１９条 補助金は、第１７条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するも

のとする。 

（補助金の交付の請求） 

第２０条 第１７条の規定による通知を受けた補助対象者等は、補助金の交付を受けよう

とするときは、経営体育成支援事業補助金請求書（第１２号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

（補助金の交付の決定の取消し） 

第２１条 市長は、補助対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑷ その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。 

２ 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を経営体育成支

援事業補助金交付決定取消通知書（第１３号様式）により、補助対象者等に通知する

ものとする。 

（補助金の返還） 

第２２条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、又は補助対象者等に交付すべ

き補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されていると

きは、補助対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、前項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第２項の規定に

よるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助対

象者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取

り消すことができる。 

３ 補助対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、

当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難と

する理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

（加算金及び延滞金） 

第２３条 補助対象者等は、第２１条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消さ

れた場合において、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に

係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納

付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年１０.９５

パーセントの割合で計算した加算金を、市長に納付しなければならない。 

２ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前条第１項の規定の適用につ

いては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものと



 

し、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜ

られた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者等の

納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず

当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。 

４ 補助対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったとき

は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０.９５パ

ーセントの割合で計算した延滞金を、市長に納付しなければならない。 

５ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた

補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る

延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものと

する。 

６ 市長は、第１項及び第４項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、

補助対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

（他の補助金の一時停止） 

第２４条 市長は、補助対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延

滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業につい

て交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止すること

ができる。 

（帳簿及び書類の備付け） 

第２５条 補助対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに財産管理台帳（第

１４号様式）を備え、これを整理しておかなければならない。 

２ 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、補助対象者等にあっては、当該支援事業

の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあ

っては、実施要綱別記２のⅡの第１の３の（２）の追加的信用供与事業において保証

が付された融資に係る全ての保証業務が終了するまで（保証債務の償還、求償権の回

収又は償却が終了した時点をいう。）、保存しなければならない。 

３ 補助対象者は、整備施設等の管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存

し、市長の求めに応じ、その管理状況を報告しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第２６条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げる

ものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当

該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

⑴ 不動産及びその従物 

⑵ 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの 

⑶ その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの 

（委任） 

第２７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 



 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年９月１８日から施行し、平成２６年８月２１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年７月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年２月２８日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



第１号様式（第４条関係） 

 

   経営体育成支援事業（融資主体型補助事業・融資等活用型補助事業）    

   補助金交付申請書 

 

年  月  日  

                                                                             

大府市長 様 

 

経営体名 

代表者          

 

下記のとおり事業を実施したいので、大府市経営体育成支援事業交付要綱第４条第

１項の規定に基づき、（融資主体型補助事業・融資等活用型補助事業）に係る補助金 

    円の交付を申請します。 

 

記 

 

 

１ 事業の目的 

 

２ 整備内容及び経費の内訳 

整備内容 

（機械・施

設等名） 

工期 
事業費 

 

(A)+(B)+(C) 

経費の内訳 

備考 
着工 

予定年

月日 

竣工 

予定年

月日 

補助金 

 

(A) 

経営体負担経費 

融資額 

(B) 

その他 

(C) 

        

        

計       

  ※必要に応じて積算内訳を記載する。 

 

３ 成果目標 

項目 
現状 

（計画時） 

１年度目 

（ 年度） 

２年度目 

（ 年度） 

目標年度 

（３年度目） 

     

 

４ 事業完了予定年月日   年 月 日 

 

５ 添付書類 

※市長が必要と認めるものがあれば添付すること。



第２号様式（第４条関係） 

 

経営体育成支援事業（追加的信用供与補助事業）補助金交付申請書 

                                              

 年  月  日  

 

大府市長 様 

 

                                                 愛知県農業信用基金協会 

                            会長         

 

 下記のとおり事業を実施したいので、大府市経営体育成支援事業交付要綱第４条第

１項の規定に基づき、追加的信用供与補助事業に係る補助金     円の交付を申

請します。 

 

記 

 

１ 事業の目的                         

                                      

２ 事業の内容及び計画    

 

３ 経費の内訳 

資金名 保証件数 
保証対象融資額 

(A) 

補助金 

(A)×1/15 
備  考 

農業近代化資金        
    

農業改良資金・ 

就農支援資金 

    

そ の 他 の 資 金        
    

計 
    

 

４ 事業完了予定年月日   年 月 日 

 

５ 添付書類 

※市長が必要と認めるものがあれば添付すること。 

 

 

 



第３号様式（第１１条関係） 

  

年  月  日  

                                                                             

大府市長 様 

 

経営体名 

代表者          

 

交付決定前着工届 

 

   年  月  日付けで申請した大府市経営体育成支援事業について、下記条件

を了承の上、交付決定前に着工したいので、大府市経営体育成支援事業補助金交付要

綱第１１条第１項の規定に基づき交付決定前着工届を提出します。 

 

記 

 

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損

失を生じた場合、これらの損失は、自らが負担すること。 

 

２ 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合に

おいても、異議がないこと。 

 

３ 当該事業については、着工から交付決定を受ける期間内においては、計画変更は

行わないこと。 

 

整備内容 

（機械・施設等

名） 

事業費（円） 
着工予定 

年月日 

竣工予定 

年月日 
交付決定前着工の理由 

     



第４号様式（第１１条関係） 

 

年  月  日  

                                                                             

大府市長 様 

 

経営体名 

代表者          

 

着工届 

 

   年  月  日付け大府市指令第  号で交付決定のあった事業について、下

記のとおり着工しましたので、大府市経営体育成支援事業補助金交付要綱第１１条第

２項の規定に基づき着工届を提出します。 

 

記 

 

整備内容 

（機械・施設名等） 

 

事業費（円） 
 

着工住所 
 

契約年月日 
 

完了予定年月日 
 

 注：工程表等を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第１４条関係） 

 

   経営体育成支援事業（融資主体型補助事業・融資等活用型補助事業）    

   補助金変更承認申請書 

 

年  月  日  

 

大府市長 様 

経営体名 

代表者          

 

  年 月 日付け大府市指令第  号で交付決定のあった事業について、下記のと

おり変更したいので、大府市経営体育成支援事業交付要綱第１４条第１項の規定に基

づき申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由                         

                                      

２ 整備内容及び経費の内訳 

整備内容 

（機械・施

設等名） 

工期 
事業費 

 

(A)+(B)+(C) 

経費の内訳 

備考 
着工 

予定 

年月日 

竣工 

予定 

年月日 

補助金 

 

(A) 

経営体負担経費 

融資額 

(B) 

その他 

(C) 

        

        

計       

  ※必要に応じて積算内訳を記載する。 

 

３ 成果目標 

項目 
現状 

（計画時） 

１年度目 

（ 年度） 

２年度目 

（ 年度） 

目標年度 

（３年度目） 

     

 

４ 事業完了予定年月日   年 月 日 

 

５ 添付書類 

※市長が必要と認めるものがあれば添付すること。 

 



第６号様式（第１４条関係） 

 

経営体育成支援事業（追加的信用供与補助事業）補助金変更承認申請書 

                                              

 年  月  日  

 

大府市長 様 

                                                    

                                                 愛知県農業信用基金協会 

                            会長         

 

  年 月 日付け大府市指令第  号で交付決定のあった事業について、下記のと

おり変更したいので、大府市経営体育成支援事業交付要綱第１４条第１項の規定に基

づき申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由                         

                                      

２ 事業の内容及び計画    

 

３ 経費の内訳 

資金名 保証件数 
保証対象融資額 

(A) 

補助金 

(A)×1/15 
備  考 

農業近代化資金        
    

農業改良資金・ 

就農支援資金 

    

そ の 他 の 資 金        
    

計 
    

 

４ 事業完了予定年月日   年 月 日 

 

５ 添付書類 

※市長が必要と認めるものがあれば添付すること。 

 

 



第７号様式（第１５条関係） 

 

年  月  日  

                                                                             

大府市長 様 

 

経営体名 

代表者          

 

竣工（納入）届 

 

  年 月 日付け大府市指令第  号で交付決定のあった事業について、下記のと

おり整備事業が完了しましたので、大府市経営体育成支援事業交付要綱第１５条の規

定に基づき提出します。 

 

記 

 

整備内容（機械・施設等名） 
 

事業費（円） 
 

着工住所 
 

着工年月日 
 

完了年月日 
 

関係法令検査年月日 
 

 

 
 

 
 

 
 

竣工検査年月日 
 

引き渡し年月日 
 

請負等業者 
 

工事監理者 
 

備考 
 

（注１）「関係法令検査年月日」欄から「工事管理者」欄までは施設等工事を伴う場

合のみ記入すること 

（注２）必要に応じ、請負人等から完了届の写しを添付すること。 



（注３）園芸施設共済の引受対象となる施設を整備する場合にあたっては、園芸施設共済又は

民間事業者が提供する保険への加入の状況を備考欄に記入すること。 



第８号様式（第１６条関係） 

 

   経営体育成支援事業（融資主体型補助事業・融資等活用型補助事業）    

   補助金実績報告書 

                                            

年  月  日  

                                                                             

大府市長 様 

 

経営体名 

代表者          

 

  年 月 日付け大府市指令第  号で交付決定のあった事業について、下記のと

おり実施したので、大府市経営体育成支援事業交付要綱第１６条第１項の規定に基づ

き、その実績を報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 事業の目的                         

                                      

２ 整備内容及び経費の内訳（実績） 

整備内容 

（機械・施

設等名） 

工期 
事業費 

 

(A)+(B)+(C) 

経費の内訳 

備考 着工 

年月日 

竣工 

年月日 

補助金 

 

(A) 

経営体負担経費 

融資額 

(B) 

その他 

(C) 

        

        

計       

  ※必要に応じて積算内訳を記載する。 

 

３ 成果目標 

項目 
現状 

（計画時） 

１年度目 

（ 年度） 

２年度目 

（ 年度） 

目標年度 

（３年度目） 

     

 

４ 事業完了年月日   年  月  日 

 

５ 添付書類 

融資機関等からの融資決定通知、整備事業に係る契約書及び請求書等当該整備事

業に係る事業費が確認しうる書類を添付すること。 

 



第９号様式（第１６条関係） 

 

経営体育成支援事業（追加的信用供与補助事業）補助金実績報告書 

 

年  月  日  

 

大府市長 様 

                                                    

                                                 愛知県農業信用基金協会 

                            会長        印 

 

  年 月 日付け大府市指令第  号で交付決定のあった事業について、下記のと

おり実施したので、大府市経営体育成支援事業交付要綱第１６条第１項の規定に基づ

き、その実績を報告します。 

 

 

記 

 

１ 事業の目的                         

                                      

２ 事業の内容及び実績    

 

３ 経費の内訳（実績） 

資金名 保証件数 
保証対象融資額 

(A) 

補助金 

(A)×1/15 
備  考 

農業近代化資金        
    

農業改良資金・ 

就農支援資金 

    

そ の 他 の 資 金        
    

計 
    

 

４ 事業完了年月日   年 月 日 

 

５ 添付書類 

※市長が必要と認めるものがあれば添付すること。 

 

 

 

 



第１０号様式（第１６条関係） 

 

仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

年  月  日  

 

大府市長 様 

 

経営体名              

代表者氏名             

 

     年 月 日付け  第  号をもって交付決定のあった事業について、大

府市経営体育成支援事業交付要綱第１６条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告

する。 

 

記 

 

１     年  月  日付け  第  号による額の 

確定通知額                      金      円 

 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額  金      円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る 

  消費税相当額                     金      円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２）              金      円 

 

５ 当該補助金に係る仕入れにかかる消費税等相当額が明らかにならない場合、その

状況を記載 

  （注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあたっては、申

告予定時期も記載すること。 

 

 

６ 当該補助金に係る仕入れにかかる消費税等相当額がない場合、その理由を記載 

 

 

※市長が必要と認めるものがあれば添付すること。 

 

 

 



第１１号様式（第１７条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

               大府市長         印 

 

経営体育成支援事業補助金確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のありましたことにつきまして、下記のと

おり大府市経営体育成支援事業補助金（融資主体型補助事業・融資等活用型補助事業

・追加的信用供与補助事業）の額を確定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

交付確定額    金            円 

 



第１２号様式（第２０条関係） 

 

経営体育成支援事業補助金請求書 

 

年  月  日  

                     

大府市長 殿 

              

  

                       住  所 

                       氏  名            

                       電話番号  

 

年  月  日付け   第   号で補助金の確定通知のありました、

大府市経営体育成支援事業補助金（融資主体型補助事業・融資等活用型補助事業・追

加的信用供与補助事業）として、下記の金額を請求します。 

 

記 

 

 

金           円 

 

 

振込先口座 

金 融 機 関 名 

銀行   

信用金庫 

農協 

本店 

支店 

預 金 種 目 普通 ・ 当座 口座番号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

 

 



第１３号様式（第２１条関係） 

 

経営体育成支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

        様 

 

 

大府市長        印  

 

    年  月  日付けで交付決定しました大府市経営体育成支援事業補助金

（融資主体型補助事業・融資等活用型補助事業・追加的信用供与補助事業）について、

下記のとおり取り消しましたので、大府市経営体育成支援事業補助金交付要綱第２１

条第３項の規定により、通知します。 

 

記 

 

１ 取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１４号様式（第２３条関係） 

 

財  産  管  理  台  帳 

 

 助成対象者名 

 

事業実施年度  事業名  経営体育成支援事業（                 ） 

事業の内容 事業実施期間 経費の配分 処分制限期間 処分の状況 

摘 要 
施設・機械名 型式等 設置場所 

着 工 

年月日 

完 了 

年月日 
事業費 

負担区分 
耐用 

年数 

処分 

制限 

年月日 

承 認 

年月日 

処分の 

内 容 補助金 融資額 その他 

              

              

              

（注）１ 処分制限年月日欄は、処分制限の終期を記入すること。 

   ２ 処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付、担保提供等別に記入すること。 

   ３ 備考欄には、譲渡先、貸付先、抵当権の設定権者の名称又は補助金の返還額を記入すること。 

   ４ この様式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の様式をもって代えることができる。 

   ５ 本台帳は、処分制限期間（処分した施設・機械については承認年月日）を経過するまでは保存管理すること 



 


